










〈火災状況〉 〈火災状況〉

増△減 令和8年 令和7年 増△減

17 18 △1 254 302 △48

建物火災 11 10 1 建物火災 160 190 △30

林野火災 - - - 林野火災 1 - 1

車両火災 1 2 △1 車両火災 17 18 △1

船舶火災 - - - 船舶火災 - - -

航空機火災 - - - 航空機火災 - - -

その他の火災 5 6 △1 その他の火災 76 94 △18

焼損床面積(㎡) 178 90 88 焼損床面積(㎡) 2,636 2,203 433

死　者（人） - 1 △1 死　者（人） 11 12 △1

負傷者（人） 1 2 △1 負傷者（人） 35 45 △10

放火（疑い含む） 6 3 3 放火（疑い含む） 50 62 △12

たばこ 3 5 △2 たばこ 40 57 △17

配線器具 3 - 3 電気機器 28 24 4

こんろ 2 2 - こんろ 22 34 △12

その他 3 8 △5 その他 114 125 △11

〈救急状況〉 〈救急状況〉

増△減 令和8年 令和7年 増△減

△ 375 77,920 82,076 △ 4,156

急　病 △ 302 急　病 53,577 57,675 △ 4,098

一般負傷 △ 55 一般負傷 14,756 14,871 △ 115

交通事故 △ 17 交通事故 2,740 2,810 △ 70

その他
(自損・加害等)

△ 1
その他

(自損・加害等)
6,847 6,720 127

　　　　２　放火欄については、疑いを含みます。
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署所別 受持区域 署所別

計
海の公園
大川

乙舳町
金沢町
柴町
洲崎町
泥亀一丁目
泥亀二丁目

寺前一丁目
寺前二丁目
長浜

長浜一丁目
長浜二丁目
谷津町 釜利谷東一丁目
西柴一丁目 釜利谷東二丁目
西柴二丁目 釜利谷東三丁目
西柴三丁目 釜利谷東四丁目
西柴四丁目 釜利谷東五丁目
堀口 釜利谷東六丁目
野島町 釜利谷東七丁目
八景島 釜利谷東八丁目
平潟町 釜利谷西一丁目
町屋町 釜利谷西二丁目

計 釜利谷西三丁目
昭和町 釜利谷西四丁目
富岡東一丁目 釜利谷西五丁目

富岡東二丁目 釜利谷西六丁目
富岡東三丁目 釜利谷南一丁目
富岡東四丁目 釜利谷南二丁目

富岡東五丁目 釜利谷南三丁目
富岡東六丁目 釜利谷南四丁目
鳥浜町

白帆

計
（備 朝比奈町

瀬戸
　　 瀬戸

大道一丁目
大道二丁目

高舟台一丁目
高舟台二丁目
東朝比奈一丁目

東朝比奈二丁目
東朝比奈三丁目
六浦町
六浦一丁目
六浦二丁目
六浦三丁目
六浦四丁目
六浦五丁目
柳町
六浦東一丁目
六浦東二丁目

六浦東三丁目
六浦南一丁目
六浦南二丁目

１　令和８年中の数値は速報値であり、確定値ではありません。
　　　  ２　放火欄については、疑いを含みます。
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5
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1

六浦南三丁目

3

六浦南四丁目

富岡西三丁目

富岡西一丁目
富岡西二丁目 1

富岡西七丁目
能見台通

1

2

1

2

みず木町

並木一丁目
並木一丁目

能見台三丁目

福浦二丁目

能見台六丁目

能見台二丁目

2 幸浦一丁目
1 幸浦二丁目

並木二丁目

福浦三丁目

計

東
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岡
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防
出
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所

2
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2
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3

1

幸
浦
消
防
出
張
所

1
能見台森

能見台一丁目

能
見
台
消
防
出
張
所

片吹

6

能見台東

釜
利
谷
消
防
出
張
所

釜利谷町

2

1

2

1

2

1

1

1

放火17火災件数合計



横浜市消防局では、自治会町内会が設置する初期消火器具の整
備費用の一部を補助しています。対象は、地域に消火栓があり、家屋
が密集し延焼拡大のおそれがある、定期的な訓練ができる、自治会
町内会です。新たに設置する場合や現在設置しているものを全部更
新する場合は費用の３分の２（上限20万円）が補助されます。
また、古くなった器材の更新にも補助があり、ホースなど一部更新の

場合は３分の２（上限７万円）が補助されます。ホースは10年を目安に
交換しましょう。
申請期限は令和８年９月30日です。
申請前に金沢消防署へご相談ください。

初期消⽕器具補助事業がはじまりました

スタンドパイプ式初期消火器具

カラー版は⾦沢消防署
ホームページまで

⾦沢消防署HP

初期消火箱

「市民防災の日」金沢かわら版

令和８年 ５月号

発行者 「市民防災の日」金沢区推進委員会

初期消⽕器具とは
大規模地震時等に地域

で発生した火災の拡大を
防ぐために、地域の皆様
が消火栓にホースを直接
接続し、消火活動を行うこ
とができる消火器具です。
初期消火箱（固定式）と
スタンドパイプ式初期消
火器具（可搬式）の２種類
があり、特に、スタンドパイ
プ式初期消火器具は機
動性に優れ、容易に取り
扱うことができます。

金沢消防署 045-781-0119



取り付け⽀援のお知らせ

住宅用火災警報器は、家電量販店やホームセンター、インター
ネットで購入でき、価格は１台2000円前後が目安です。
設置場所は、寝室や階段、台所になります。
火災時に音で知らせ、逃げる時間を確保します。金沢区でも火災の

早期発見につながり、被害を少なくできた事例があります。
警報器は、定期的に点検が必要ですが、ひもを引く、またはボタン

を押して簡単に作動点検ができます。
住宅用火災警報器の寿命は約10年 定期的に点検をするとともに、

10年を目安に本体を交換しましょう。

住宅用火災警報器

放火は火災原因の上位です。放火させない放火されない環境づくりにご協力ください。

イラスト提供：市立金沢高等学校美術部・ＭＡＩ部

高齢者や障がいのある方など、住宅用火
災警報器の取付けが難しい世帯を対象に、
消防職員がご自宅を訪問し、取付けを支
援しています。警報器は、事前にご自身で
購入していただく必要があります。申込み
は、消防署の窓口や電話などで受け付け
ています。火災から命を守るため、設置を
希望される方は、早めに消防署へご相談
ください。

いのちを守る住宅⽤⽕災警報器
家電量販店やホームセンターなどで購⼊できます

金沢消防署 045-781-0119
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ＹＯＫＯＨＡＭＡイベントごみ資源化チャレンジ広報チラシの配布について 

 
１ 事業の趣旨 
 日頃からごみの減量化・資源化にご協力をいただき、ありがとうございま

す。横浜市では、「ヨコハマ プラ 5.3（ごみ）計画」を策定し、プラスチッ

クごみの削減を重点的に進めております。 
昨年度様々なイベントの分別状況を調査した結果、イベントでは燃やすご

みの中に多くのリサイクル可能な資源（プラスチック製のコップやトレイ

等）が混入していることが分かりました。 
そこで、自治会・町内会が主催するイベントについても、ごみの削減と資

源化をより一層推進するため「イベントごみ資源化チャレンジ」のチラシを

作成しましたので、周知をお願いします。 
 
２ お願いしたいこと 
  【区 連 長】ご承知おきください。 
  【地区連長】地区連合定例会で周知をお願いします。 
  【単位会長】単会長あて資料を送付します。 

定例会等で周知をお願いします。 
 
３ 広報について 
(1) 各自治会・町内会にチラシ配布 

(2) 局ホームページへの掲載 

(3) 区役所、収集事務所でチラシを常備 

 
４ 資料（別紙） 
  YOKOHAMA イベント・ごみ資源化チャレンジ 
 

事 業 系 廃 棄 物 対 策 課 
担 当  寺 谷 ・ 山 添 
電 話 ： 671-4090 FAX： 663-0125 

Mail：sj-jigyokei@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ５ 月 2 0 日 

資源循環局事業系廃棄物対策課 









 
 

「小児医療費助成の対象年齢拡大」について【情報提供】 

 
１ 趣旨 

 令和８年６月１日から、小児医療費助成制度の対象年齢を「中学３年生まで」から「18 歳

年度末まで」に拡大しますので、情報提供させていただきます。 

  

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 制度改正の内容 

  令和８年６月１日から、小児医療費助成の対象年齢を「中学３年生まで」から「18歳年

度末まで」に拡大します。 

また、新たな対象者（※1）の医療証（※2）については、申請を不要とし、直接対象者の

方へ郵送します（５月下旬発送予定）。 

 

 

市 連 会 ５ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ５ 月 1 2 日 
健 康 福 祉 局 医 療 援 助 課 

健康福祉局医療援助課 
担当 服部、曽我、故長井、川田 
電話 045-671-4115 / FAX 045-664-0403 
メール kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp 

（※１）新たな対象者 
令和８年６月１日以降、次の条件を満たすお子さま 
・中学卒業後、18 歳に達する日以後、最初の３月 31 日 

までの間にある 
・現在、小児医療証の交付を受けていない 
・横浜市内にお住まいで、健康保険証を持っている 
＊一部、助成の対象とならない場合もあります。 

 
（※２）医療証の発送対象者 

令和８年４月 25 日時点で横浜市内に住民登録のある方 
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